
丁子田地区 地区計画
 
地区の概要 

この地区は、①建築物等の用途の制限、②建築物の高さの最高限度、③建築

物の壁面の位置の制限を定めています。

  
 
地区計画のルール 

①建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

 １ ホテル又は旅館 
 ２ ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習

場 
 ３ 自動車教習場 
 ４ 床面積の合計が 15 ㎡を超える畜舎。ただし、ペットショップ、動物病院その他こら

れに類するものを除く。

 ５ 工場。ただし、政令第

②建築物の高さの最高限度
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地区計画 

この地区は、①建築物等の用途の制限、②建築物の高さの最高限度、③建築

物の壁面の位置の制限を定めています。 

①建築物等の用途の制限 

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 

ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習

㎡を超える畜舎。ただし、ペットショップ、動物病院その他こら

れに類するものを除く。 
工場。ただし、政令第 130 条の 5 の 2 第 3 号及び第 4 号に掲げる作業場は除く。

②建築物の高さの最高限度 ③建築物の壁面の位置の制限

 
隣地境界線から 0.75 

 

 
 ↑ 隣地境界線 

 

この地区は、①建築物等の用途の制限、②建築物の高さの最高限度、③建築

ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習

㎡を超える畜舎。ただし、ペットショップ、動物病院その他こら

号に掲げる作業場は除く。 

③建築物の壁面の位置の制限 

0.75 ｍ以上 



 

 

 


